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Ⅰ．はじめに
2023年２月24日、国家インターネット弁公室は、

「個人情報越境標準契約弁法」（以下「本弁法」とい
う）を公布した（施行日は2023年６月１日）。本弁法は、
全13条から構成され、「個人情報越境標準契約」のひ
な形が添付されている。また、2023年５月30日、国
家インターネット弁公室は、「個人情報越境標準契
約届出指南（第１版）」（以下「本指南」という）を

公布した２。本指南は、標準契約の届出の書類・手
続に関する具体的事項を定めたガイドラインであり、
委任状及び標準契約等のひな形が添付されている。
周知のとおり、中国では、2021年11月１日より、「個

人情報保護法」が施行されている。個人情報保護法
38条１項によると、個人情報処理者が、業務上または
その他の理由で中国域外に個人情報を提供する真の
必要性がある場合、いくつかの条件のうち一つを満た
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知的財産法務を専門分野とする弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきました
が、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、
論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知
られており、多数の相談実績を有しています。
みやび坂総合法律事務所は、特許、著作権、商標、不正競争防止法及び意匠等の知的財産法務の他、
職務発明制度を含む知財制度設計に関するコンサルティング・サービスを提供しています。また、企
業法務（海外を含む）に加え、難易度の高い家事事件にも積極的に取り組んでいます。
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